
税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
5

個
人
事
業
税
第
2
期
分

の
納
税
に
つ
い
て

個
人
事
業
税
第
2
期
分
の
納
期

限
は
、
11
月
30
日
㈮
で
す
。
11
月

中
旬
に
は
、
愛
知
県
か
ら
納
付
書

が
届
き
ま
す
の
で
、
納
期
限
ま
で

に
最
寄
り
の
金
融
機
関
な
ど
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
ペ
イ
ジ
ー
に
対
応
し
て

い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
な
ど
を
利
用
し
て
納
付
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。（
た
だ
し
、
ペ
イ

ジ
ー
で
納
付
し
た
場
合
に
は
領
収

証
書
が
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。
領
収

証
書
が
必
要
な
方
は
、
金
融
機
関

な
ど
の
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。）なお

、
納
税
に
は
便
利
で
安
全

な
口
座
振
替（
自
動
払
込
み
）
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。
手
続
き
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
取
引
を
さ
れ
て

い
る
金
融
機
関
な
ど
の
窓
口
で
手

続
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
お
申
し

出
の
時
期
に
よ
っ
て
は
、
翌
年
度

分
か
ら
の
取
り
扱
い
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。）

問
合
先　
東
三
河
県
税
事
務
所

☎
０
５
３
２
◆

54
◆

５
１
１
１

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
4

11
月
11
日
〜
17
日
は

税
を
考
え
る
週
間
で
す

「
マ
イ
ホ
ー
ム
造
り
と
税
金
」を

テ
ー
マ
に
し
た
教
室
を
開
催
し
ま

す
。
住
宅
の
新
・
増
築
を
計
画
中

の
方
は
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と　
き　
11
月
14
日
㈬

午
後
1
時
30
分
〜
4
時

と
こ
ろ　
市
民
体
育
セ
ン
タ
ー
大

会
議
室

内　
容　
住
宅
を
新
・
増
築
し
た

と
き
に
か
か
る
税
金
お
よ
び
税

の
軽
減
な
ど
に
つ
い
て

講　
師　
税
務
署
・
県
税
事
務
所
・

市
役
所
職
員

申
し
込
み　
直
接
会
場
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
6

平
成
19
年
分
年
末
調
整
・

法
定
調
書
説
明
会

と　
き　
11
月
22
日
㈭

午
後
1
時
30
分
〜

と
こ
ろ　
市
民
会
館
中
ホ
ー
ル

対　
象　
個
人
青
色
申
告
を
除
く

源
泉
徴
収
義
務
者

※
事
前
に
郵
送
さ
れ
る
年
末
調
整

関
係
書
類
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
6

豊
橋
税
務
署
の
代
表
電
話
が

自
動
音
声
案
内
に
変
わ
り
ま
す

11
月
1
日
か
ら
代
表
電
話
が
自

動
音
声
案
内
に
変
わ
り
ま
す
。
自

動
音
声
案
内
に
従
っ
て
、
希
望
の

番
号
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、

国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
ご
相
談

は
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
５

７
０
◆

０
０
２
０
０
７
）
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
豊
橋
税
務
署

☎
0
5
3
2
◆

52
◆

6
2
0
1

下
水
道
課
1
66
◆

1
1
4
0

井
戸
水
を
お
使
い
の
方
へ

現
在
、
下
水
道
を
利
用
し
て
い

る
世
帯
の
う
ち
、
井
戸
水
を
使
用

し
て
い
る
家
庭
の
下
水
道
使
用
量

は
、
申
告
に
基
づ
い
て
次
の
よ
う

に
認
定
し
て
い
ま
す
。

下
水
道
使
用
量
の
計
算
方
法

○
ト
イ
レ
、
台
所
、
洗
濯
の
使
用

水
…
人
に
つ
き
各
1
㎥
／
月

○
風
呂
の
使
用
水
…
世
帯
2
人
ま

で
4
㎥
／
月（
以
降
1
人
増
す

ご
と
に
1
㎥
／
月
を
加
算
）

※
上
水
道
と
井
戸
水
を
併
用
し
て

し
て
い
る
場
合
は
、
認
定
水
量

の
1
／
2
で
す
。

家
族
の
人
数
、
井
戸
水
の
使
う

場
所
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
、
転

居
や
転
入
な
ど
に
よ
り
、
井
戸
水

の
使
用
を
中
止
ま
た
は
開
始
し
て

い
る
場
合
は
、
印
鑑
を
持
参
の
う

え
、
下
水
道
課
ま
で
お
届
け
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
上
水
道
、
井
戸
水

を
問
わ
ず
、
家
を
取
り
壊
し
て
下

水
道
を
使
用
し
な
い
場
合
も
届
け

出
が
必
要
で
す
。　
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19
◎休日市役所窓口センター 土・日・祝日（年末年始を除く）午前8時30分～午後5時　166◆1171
 戸籍関係の証明書の交付・届出や市税の証明書の交付・納付などができます。

文化財は、古文書・仏像・
陶磁器といった形あるものか
ら、城跡・古墳・貝塚などの
史跡、あるいは「伝統的な行
事」「貴重な動物の生息範囲」
など、さまざまな種類があり
ます。長い年月を経て現在ま
で残っているもので、一度失
われると、二度と取り戻せな
い貴重なものばかりです。
私たち一人ひとりの力で、

この大切な文化財を保護し、
後世へ伝えていきましょう。
蒲郡市内には、国・県・市

あわせて117件の指定文化財
が存在します。
●国指定…6件
●県指定…7件
●市指定…104件

博物館 ☎68◆1881

▲安達藤九郎盛長五輪塔
　（長泉寺）

▲木造獅子頭（神明神社）

まもろう文化財
11月1日～7日は文化財保護強調週間です


